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外国人留学生ができるだけ早く、日本での大学生活に慣れるように、また安心した学生
生活を過ごせるようにとの思いを込めて、この「外国人留学生ハンドブック」を作成し
ました。
このハンドブックで、各制度・申請方法などを充分に理解して、留学生活を充実したも
のにしてください。
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学生生活課（国際交流担当）は奈良・東生駒キャンパスと奈良・学園前キャンパスの両
方にあり、外国人留学生への様々な支援を行っています。また、国際交流に関する情報
を随時提供しています。なかには外国人留学生が主役のイベントもあります。留学生活
のなかで、どこに聞いてよいかわからないことがあれば、迷わずに相談に来てください。

窓口は東生駒、学園前それぞれのキャンパスにあります。

〈窓口受付時間〉

〈学生生活課（国際交流担当）のホームページ〉
http://www.tezukayama-u.ac.jp/international/

〈学生生活課（国際交流担当）のメールアドレス〉
kokusai-u@jimu.tezukayama-u.ac.jp

2 学生生活課（国際交流担当）の利用について

学生生活課（国際交流担当）の利用について

利　用　に　つ　い　て

平　　　日 9：00～17：00

土　　　曜 9：00～13：00

日曜・祝日 休み

奈良・東生駒キャンパス　学生生活課（国際交流担当）
〒631－8501 奈良市帝塚山 7－1－1

TEL 0742－48－9358 FAX 0742－48－8137
９号館１階

奈良・学園前キャンパス　学生生活課（国際交流担当）
〒631－8585 奈良市学園南 3－1－3

TEL 0742－41－4303 FAX 0742－88－6031
16号館３階

※夏休みや年末年始、学校行事のあるときは、

業務を休止したり、時間を変更したりするこ

とがあります。
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外国人留学生のみなさんが学生生活を円滑に進めるために、とくに守らなければならな
いことは次のとおりです。

守らなければいけない約束

学生生活課（国際交流担当）の利用について

大学に来たら登校簿に自分で姓と名を母国語でサイン
すること！他人のサインは絶対しない！
（出入国在留管理庁などからの問い合わせに対する基礎資料となります。サインがない

と在留資格の更新に支障をきたすおそれがあります）

掲示板のチェックをすること！
（掲示は1カ所だけではありません。注意しましょう）

生活環境に変化があった場合、すみやかに報告すること！
（家族構成・住所・携帯電話番号の変更など。大学からの重要なお知らせが届かないこ

とになります） P.11．12参照

納付や提出・申請の期限を厳守すること！
（期限以降の提出・申請は受理できません）

※学費減免願（経済的に就学が困難な学生が提出）・延納願など。学費の納付期限は必

ず守って下さい。 P.4～6参照

日本を出国する場合、必ず「一時出国届」を学生生活
課（国際交流担当）に提出すること！
（出入国在留管理庁などからの問い合わせに対する基礎資料となります） P.17参照

風俗など禁止されているアルバイトは絶対しない！
（警察、出入国在留管理庁の摘発の対象になり、場合によっては国外強制退去の手続き

がとられます） P.18参照

学生生活課（国際交流担当）からの連絡には必ず応じてください。
T E L：東生駒 0742－48－9358 学園前 0742－41－4303
E-mail：kokusai-u@jimu.tezukayama-u.ac.jp



外国人留学生には、規定により経済的に就学が困難な者を対象に、学納金の一部が減免
される制度があります。毎年、定められた時期（12月頃）に申請書類等を提出すると、
審査により次の年度の学費が減免されます。
◆手続きの流れ

4 各種支援制度について

学費減免制度

各種支援制度について

学費減免ガイダンスに
出席。学費減免予備申
請書を入手する。

指定期間内に学生生
活課（国際交流担当）
窓口に留学生学費減
免願書等を提出。

審査のうえ、
減免が認め
られる。

予
備
申
請

正
式
申
請

・前年度修得単位が30単位未満の場合
・経済的に裕福であるとみられる場合
具体的には、学費を除く仕送りが月平均９万円を超える場合や、年収500万円以上の在日扶養者が
いる場合が該当します。

・減免対象年限を超過した場合
入学時より通算４年間（編入生は通算２年間）が減免の対象年限です。休学期間を除いて、４年
（編入生は２年）を超えての在学期間については、減免対象となりません。

・定期試験で不正行為が発覚した場合や懲戒処分を受けた場合
当該年度の学費減免（前期・後期分）が全て取り消され、一般学生と同額の学費支払いが必要です。

◆以下の場合、減免は認められません。

※1 受託徴収金内訳：▽学生会費：年5,000円（前期学費納付時）
※2 2年次生以降は前年度修得単位数30単位以上の者に限り30％減免。

減免率

学科 日本文化・経済・経営・
経済経営・法

文化創造・心理・
居住空間デザイン

2016・2017・2018年度生

減免30％（※2）

前期納付額

合計（減免なし） ￥505,000 合計（減免なし） ￥520,000

後期納付額

年間総納付額
合計（減免なし） ￥1,007,000
合計（減免後） ￥749,000

合計（減免なし） ￥1,037,000
合計（減免後） ￥779,000

合計（減免後） ￥376,000 合計（減免後） ￥391,000

合計（減免なし） ￥502,000
合計（減免後） ￥373,000
減免後授業料 ￥301,000
教育充実費 ￥70,000
冷暖房費 ￥2,000

合計（減免なし） ￥517,000
合計（減免後） ￥388,000
減免後授業料 ￥301,000
教育充実費 ￥85,000
冷暖房費 ￥2,000

減免後授業料 ￥301,000
教育充実費 ￥70,000
受託徴収金（※1） ￥5,000

減免後授業料 ￥301,000
教育充実費 ￥85,000
受託徴収金（※1） ￥5,000
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2019年度新入生

日本文化・経済経営・法 心理・居住空間デザイン学科

減免率

前期納付額

合計（減免なし） ￥758,000
合計（減免後） ￥514,000
減免後入学金 ￥108,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥70,000
受託徴収金（※3） ￥78,000

合計（減免なし） ￥773,000
合計（減免後） ￥529,000
減免後入学金 ￥108,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥85,000
受託徴収金（※3） ￥78,000

合計（減免なし） ￥502,000
合計（減免後） ￥330,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥70,000

合計（減免なし） ￥517,000
合計（減免後） ￥345,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥85,000

冷暖房費 ￥2,000 冷暖房費 ￥2,000
合計（減免なし） ￥1,260,000 合計（減免なし） ￥1,290,000
合計（減免後） ￥844,000 合計（減免後） ￥874,000

後期納付額

年間総納付額

減免40％

※3 受託徴収金内訳：▽学生会入会金： 3,000円（入会時のみ）▽学生会費：年5,000円（前期学費納付時）
▽同 窓 会 費：30,000円（入会時のみ）▽後援会費： 40,000円（入会時のみ）

2019年度新入編入生

日本文化・経済・経営・法 文化創造・心理学科

減免率

前期納付額

合計（減免なし） ￥758,000
合計（減免後） ￥514,000
減免後入学金 ￥108,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥70,000
受託徴収金（※3） ￥78,000

合計（減免なし） ￥773,000
合計（減免後） ￥529,000
減免後入学金 ￥108,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥85,000
受託徴収金（※3） ￥78,000

合計（減免なし） ￥502,000
合計（減免後） ￥330,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥70,000

合計（減免なし） ￥517,000
合計（減免後） ￥345,000
減免後授業料 ￥258,000
教育充実費 ￥85,000

冷暖房費 ￥2,000 冷暖房費 ￥2,000
合計（減免なし） ￥1,260,000 合計（減免なし） ￥1,290,000
合計（減免後） ￥844,000 合計（減免後） ￥874,000

後期納付額

年間総納付額

減免40％
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学費延納制度

学生生活課（国際交流
担当）窓口で、所定用
紙を配付。

国際交流で内容を
チェック後、返却。
（約３日後）

審査のうえ、
延納が認め
られる。

予
備
申
請

正
式
申
請

経済的な理由等で期限までに学費の納付が困難な場合に限り学費の延納が許可される制
度があります。定められた延納手続き期間（下表参照）内に申請書類を提出するように
してください。
延納手続きをしないで学費未納状態になると除籍の対象になります。

◆手続きの流れ

◆スケジュール

学費納付期限 延納手続き期間 延納期限

前期 2019年 5月 7日（火） 4月中旬 2019年 8月27日（火）

後期 2019年10月28日（月） 9月中旬
2020年 2月27日（木）

※４年次生（卒業年度）は、
2020年 1月27日（月）
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本学で受給できる奨学金には、いずれも採用人数に限りがあります。学外の奨学金には、
国籍・学年・性別などに制約が設けられていることがあります。また、採用枠に余裕が
あると追加募集が行われる場合もあります。
これらの奨学金には個人応募できるものと、できないものがあります。どの奨学金も、
原則として前年度の学業成績等に基づいて選考されます。
学内の奨学金である帝 山学園育英奨学金（大学院）は、学生生活課（学生支援担当）
が窓口です。

奨学金

※１公募制ではないため、個人応募できません。受給候補者には学生生活課（国際交流担当）より通知し

ます。

奨学金一覧　（一部） 金額は前年度の支給額であり変更されることがあります。

奨学金支給団体名 給付期間 金額（年間総額） 募集時期

帝�山学園育英奨学金（大学院） ※１

－　学生生活課（学生支援担当）－

修業年限内

（但し毎年継

続審査あり）

大学院前期課程 40万円

大学院後期課程 50万円

30万円

5月頃

文部科学省外国人留学生学習奨励費※１

1年間

もしくは

6ヶ月

57.6万円

学部生・大学院生　もしくは

28.8万円

4月頃

もしくは

9月頃

公益財団法人朝鮮奨学会

（韓国・朝鮮籍の学生対象）
修業年限内

学部生 30万円

大学院前期課程 48万円

大学院後期課程 84万円

4月頃

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
修業年限内かつ

最長 2年間

学部生 120万円

大学院 168万円
9月頃

公益財団法人平和中島財団

（中島健吉記念奨学金）
1年間

学部生 120万円

大学院 120万円
10月頃

公益財団法人日本国際教育支援協会

JEES留学生奨学金（修学）

在籍期間中に限り

最長 2年間

学部生 36万円

大学院 36万円
4月頃



各種支援制度について8

帝�山大学では、異文化理解に関する学習支援の一環として「日本語パートナー」制度
を実施しています。
現在、本学には約160人の外国人留学生が在籍しています。学内において、外国人留学
生と一般学生との出会いの場を提供することにより、お互いの語学力の向上、異文化の
理解を目指します。
また、日本語・日本文化などを学習している外国人留学生が、日本での大学生活をスム
ーズに送ることができるように日本語パートナー制度を設けています。短期的ではなくお
互いが継続的なパートナーとなることを前提としていますので、この制度の趣旨をよく理
解した上で申し込んでください。
パートナーが決定したあとは、学生同士がスケジュールの調整や学習内容などを話し合
い、進めていきます。授業の空き時間を使って情報交換をしたり、昼休みに一緒に食事
をしながら意見交換をしてみませんか？
日本語パートナーを希望する学生は、お互いの希望条件等について、事前登録が必要で
す。希望者は、学生生活課（国際交流担当）で申込をしてください。
みなさんの、積極的な国際交流活動への参加に期待します。

外国人留学生センターが推薦する日本語能力試験対策参考書などの図書を貸し出してい
ます。これは、同センターが外国人留学生にとくに有益な書籍を集めて貸し出すもので、
本学の外国人留学生であれば誰でも借りることができます。貸し出し期間は通常２週間
です。長期休暇中については図書館の特別貸し出し期間と同じです。
貸し出しは東生駒キャンパスのみで行っています。学園前キャンパスでは日本語学習に
関する書籍は図書館で収蔵されています。

日本語パートナー

外国人留学生向け図書の貸し出し
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卒業後に日本での就職をめざす外国人留学生を、キャリアセンターと連携して支援して
います。
１．インターンシップ（企業において就業体験すること）先の紹介
２．企業との交流企画実施（経営者との交流会等）
３．外国人留学生を対象とした就職情報の提供
４．特定活動（継続就職活動）の在留資格申請に関する推薦状の発行
５．その他就職支援イベント（随時紹介）

【キャリアセンターの指導について】
３・４年次に実施するガイダンスで進路調査票を配付します。キャリアセンターに必ず
提出するようにしてください。
また、日本での就職を目指す場合は、キャリアセンター主催のセミナー等へ必ず参加し
て、就職活動に必要な情報を得るようにしてください。就職活動に際して外国人留学生
には、こうした情報を得ずに個人で活動する、というケースが多かったのですが、内定
を得ることはできても以下のような状況に陥ってしまった、という事例があります。
・内定先企業が就労ビザへの更新申請に不慣れなため申請が出入国在留管理庁に認めら
れず、内定取り消しになった。
・内定先がいわゆるブラック企業であった。
こういった状況に陥らないためにも、「就職活動の常識」を学ぶなど、キャリアセンタ
ーを利用することが日本での就職の近道となることを理解してください。

【在留資格・特定活動（継続就職活動）について】
在留資格・特定活動（継続就職活動）とは、本学卒業時点で就職先が決まっていない場
合であっても、６ヶ月間日本国内で就職活動を行うことができる在留資格で、１回のみ
更新が可能（最長で通算１年間まで在留可能です）。

「◆卒業・修了・離籍時の在留資格更新・変更（P.16）」にも記載されていますが、卒業
までに就職先が決まらない場合であっても、キャリアセンターの指導に従い、所定の就
職活動歴を残しておくなど必要条件を満たしていれば、特定活動（継続就職活動）の在
留資格申請に必要な大学の推薦状を発行します。必要条件を満たさない場合、推薦状は
一切発行できません。日本での就職を希望している方は必ずキャリアセンター、学生生
活課（国際交流担当）の指導に従ってください。

就職活動への支援
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引越しをした場合は、以下の手続きが必要です。

市区町村の役場での手続き
●在留カードの住所変更届（住所変更から14日以内）

旧住所の市区町村役場で転出届（約２週間前から受付）を提出し、
転出証明書をもらいます。それを持って新住所の市区町村の役場で
転入届を提出してください。
転居届を提出してください。

●国民健康保険証の住所変更届（住所変更後できるだけ早く）
新住所の市区町村の役場に、古い保険証を持参し、変更の手続きをしてください。

大学での手続き
●教学支援課（各学部事務室）への届け出
各自が所属する学部の担当窓口へ届け出てください。届出用紙は、各教学支援課に用
意しています。届け出を怠ると、学費納付書など大学からの重要な郵便物が届かなく
なります。また、新しい通学区間の通学定期券も購入できなくなります。

学生生活課（国際交流担当）に提出するもの
□更新後の在留カードのコピー
※裏面に変更後の住所が記載されているもの

□更新後の国民健康保険証のコピー

市内での引越し

市外への引越し

日常生活について

引越しをした場合
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その他の手続き
●郵便局への転居届
この手続きをしておけば、旧住所に届いた郵便物は１年間、新住所に転送されます
（日本国内に限る）。届け出をしないと学費納付書など、大学からの重要な郵便物が届
かないため注意してください。
手続きは郵便局のホームページからもできます。
http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

●銀行口座、クレジットカード会社、携帯電話会社への住所変更届
銀行口座の住所変更も必要です。通帳と印鑑を持って、その通帳を作った銀行で変更
手続きをしてください。その他、クレジットカード会社や携帯電話会社等からの書類
が古い住所へ送られて、あとで大きな問題になることもあります。必ず、クレジット
カード会社や携帯電話会社等へも住所変更手続きをしてください。

各自が所属するキャンパスの教学支援課（各学部事務室）に届け出てください。

近年バイク通学による事故が多発しています。本学でも事故で学生の命が失われていま
す。このようなことから、自転車・オートバイによる通学は登録による許可制としてい
ます。やむをえずオートバイなどでの通学を希望する場合は、以下の事項を遵守してく
ださい。
１．「バイク・自転車による通学許可願」の提出
オートバイ、原付、自転車による通学者（自宅から最寄駅までも含む）は、標記の
許可願いを必ず学生生活課（学生支援担当）に提出してください。提出が無ければ
万が一の事故の際に、学生教育研究災害傷害保険の適用を受けることができません。

２．「交通安全講習」の受講
許可申請者は必ず「交通安全講習」を受講する必要があります。講習は両キャンパ
スの学生生活課で講習DVDの視聴が必要です。

３．許可シールの貼り付け
「バイク・自転車による通学許可願」の提出者には、「駐輪場利用許可シール」を渡
しますので所定の箇所（概ね後部泥除け部など見やすいところ）に貼りつけてくだ
さい。

自宅の郵便受けには、必ず氏名を明示すること（表札をあげること）。
郵便受けに名前がないと、郵便物が届かない場合があります。

携帯電話番号の変更

オートバイ・原付・自転車通学は許可制
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「駐輪場利用許可シール」の無い車輌は、駐輪場を利用できません。
４．駐輪場の利用について
駐輪の際は定められた場所に置いてください。夜間は施錠されるので出し入れはで
きません。また、大学閉鎖期間中は利用できません。ヘルメット、その他付属品等
を放置することのないよう、自己管理を徹底してください。
（駐輪場利用可能時間：東生駒　8：00～22：00 学園前　8：00～20：00）

５．キャンパス内への乗り入れは禁止
キャンパス内への乗り入れは、全面的に禁止しています。違反者に対しては厳しい
処分を行います。

６．自転車保険
自転車保険は、自転車事故があった時の自分のケガと相手への賠償に備える保険で
す。各地域で保険加入の義務化が進んでいます。自転車を利用する人は必ず自転車
保険に加入してください。

◆健康診断

◎定期健康診断は必ず受診
毎年４月に実施する定期健康診断は学校保健安全法により必ず受けておく必要がありま
す。定期健康診断を受けていない場合は、個人で病院へ行き、健康診断結果証明書を提
出しなければなりません。費用も高額になるので必ず学内で受診をしてください。大学
が実施する健康診断を受けていれば、就職活動の際に必要となる身体検査証明書の発行
が可能です。大学指定日に受診できない場合や、レントゲンなど一部の検査を受診でき
ない特別の事情がある場合は学生生活課（学生支援担当）に申し出て下さい。

◎実施時期と結果の配付
定期健康診断は、４月上旬のオリエンテーション時期に実施します。具体的な実施日は
学生生活課（学生支援担当）より案内されるので、掲示等に注意して受診漏れのないよ
うにしてください。【2019年度については東生駒キャンパスは４月２日（火）、３日（水）、
学園前キャンパスは４月４日（木）、５日（金）に実施】。健康診断の結果は５月下旬に
自宅に郵送されます。

健康診断・保険

◎定期健康診断を受けないと…
☆結核、腎臓病、高血圧、糖尿病など、自覚症状の現れにくい病気の発見が遅れ、学
生生活、就職活動に支障をきたすことがあります。
☆就職活動に必要な「身体検査証明書」が発行できません。
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◆国民健康保険

健康に自信がある人でも、いつ病気になるか、ケガをするかわかりません。国民健康保
険は万一のとき、費用面で誰もが安心して治療を受けられるように、国によって設立さ
れた制度です。

あなたが住んでいる市区町村の役場で加入の手続きを行い、毎月保険料を支払ってくだ
さい。加入後は国民健康保険証が発行されます。病院にかかった場合、受付でこの国民
健康保険証を提示すれば、治療にかかった費用のうち自己負担分は３割で済みます。
保険証は在留資格変更、在留期間更新許可申請の際、出入国在留管理庁の窓口で提示を
求められます。また、学費減免制度（P.４参照）の申請時に写しの提出が必要となりま
す。

※保険証の貸し借りは、絶対にしてはいけません。
貸した方も借りた方も、大学で懲戒処分を受けるだけではなく民事での損害賠償はも
ちろん、刑事罰（詐欺罪、詐欺幇助罪）に問われる可能性があります。

日本に１年間以上滞在する外国人留学生は、
国民健康保険に加入しなければなりません。

あなたが住民登録をしている市区町村役場の国民健康保険担当課

で手続きしてください。手続きの際には、在留カード、パスポー

ト、印鑑を持参してください。

外国人留学生の皆さんのほとんどが「法定軽減基準所得者」に該

当するため、必ず軽減申請を行ってください。保険料が減額され

ます。詳細は市区町村役場の国民健康保険担当課で問い合わせて

ください。

次の場合は必ず14日以内に市区町村の役場の国民健康保険担当課

に届け出てください。

■ 住所を変更した場合〔変更後は学生生活課（国際交流担当）

にコピーを提出〕

■　留学を終えて帰国する場合

■　結婚や子供の出生などで家族構成が変わったとき

直ちに市区町村役場の国民健康保険担当課へ届け出てください。

保険証はパスポート、在留カード、学生証などと同様、大切な書

類ですので、留学中は大事に保管してください。

加入手続き

保険料の軽減申請

変更の届け出

保険証を紛失した場合

〈国民健康保険について〉
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◆在留管理

在留管理制度は、外国人の居住関係及び身分関係を明確にして在留外国人の公正な管理
に資することを目的としたものです。
外国人が日本に入国した時は、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸によって中
長期在留者となった場合は、国が在留カードを交付します。
在留カードを交付された者は、住居地を決めてから14日以内に在留カードを持参の上、
移転先の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届けてください。

◆在留期間更新

現在の在留期限内に必ず期間更新の手続きをしてください。これを怠ると日本滞在がで
きなくなります。なお、当該学期の学費を支払っていない場合は、延納手続をしていて
も在留期間更新申請は受け付けません。また、在留期間が切れる３ヶ月以前の申請はで
きません。

学生生活課（国際交流担当）に申請（時間的余裕を持って早めに提出すること）
【提出書類】
□ 在留期間更新許可申請書（所定用紙）
□ 学生証のコピー
□ 在留カードのコピー（表・裏）

概ね1週間要します。

※１　　申請後の問い合わせ先
大阪出入国在留管理局　留学・研修審査部門　TEL：06－4703－2158

在留手続き

【申請場所】 大阪出入国在留管理局※１
（大阪府以外に在住している人はその地域を所轄している出入国在
留管理局に申請することもできます）

【申請時期】 在留期限の概ね３ヶ月前から申請できます。

【在留期間】 最長４年３ヶ月の許可が出ますが、成績不振、出席不良、過去に違
反行為があれば不許可や１年未満の許可になることがあるので注意
してください。

出入国在留管理庁に申請

大学学長の押印のある在留期間更新許可申請書を交付
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※２　　在留期間更新許可申請は巻末に記入例があります。参考にして下さい。
※３　　新入生は本学入学前に在籍していた日本語教育施設のものを用意してくださ

い。

更新後、学生生活課（国際交流担当）に提出するもの
□ 更新後の在留カードのコピー
自身で表裏両面のコピー（A４判）をし、学籍番号、氏名（カタカナ）を記入し
て提出

◆研究生の取り扱い

※　研究生の場合は、指導教員作成の研究内容、研究期間が記載された証明書も提出す
る必要があります。さらに以下のとおり授業への出席が必要です。

※　研究生授業時間数の目安（これを下回ると在留許可に影響します）。
7コマ×90分÷60分＝10.5 →　1週間10時間以上（最低 7コマ以上）が必要

【提出書類】 □ 在留期間更新許可申請書（所定用紙）※２
□ 写真
□ 在学証明書（学内の証明書自動発行機で交付）※３
□ 成績証明書（学内の証明書自動発行機で交付）※３
□ パスポート
□ 在留カード
□ 収入印紙代（4,000円）
（勉学状況が良好でないと、上記以外に経費支弁能力を実証する資
料やその他指定された資料の提出を求められることがあります）

在留期間の更新手続きは、外国人留学生本人がしなければなりません
― 所定用紙は、法務省HPからダウンロードできる他、学生生活課（国際交流担当）にもあります ―
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◆卒業・修了・離籍時の在留資格更新・変更

大学や大学院を卒業・修了または退学や除籍となった後は、在留期限を超えて日本に滞
在することはできませんので、十分注意してください。また、卒業後、「留学」の在留
期間が残っていても、在留資格変更（進学する場合には更新）をしない場合はすみやか
に帰国してください。在留資格の活動内容と、実際の活動が異なる場合には、法律で
「在留資格の取り消し」の対象になると定められています。
卒業・修了後は進路に応じた在留資格変更申請を行ってください。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、就労関係の在留資格への変更を申請し
てください。（詳細はP.43を参照）変更完了後は在留カードのコピー（表・裏）を学生
生活課（国際交流担当）へ提出してください。

卒業・修了後に就職活動を継続して行う場合、「留学」の在留期間が残っていても、
ただちに「特定活動（継続就職活動大学生）」の資格に変更しなければなりません。
また、「特定活動（継続就職活動）」の申請には、大学の推薦状が必要になります。推
薦状の発行を受けるためには条件があります。詳しくはキャリアセンターか学生生活
課（国際交流担当）へ確認してください。

卒業時に持っている在留資格「留学」の在留期限が切れる３ヶ月前には、進学先発行
の書類を揃えて、在留期間更新許可申請の手続きを行ってください。また進学先の学
生証のコピー又は画像データを４月以降に学生生活課（国際交流担当）へ提出してく
ださい。

帰国前に在留期限が切れる場合は、在留資格「短期滞在」に変更を申請してください。
在留期限内に帰国する場合は、特に手続きをする必要はありませんが、出国の際に在
留カードに穴をあけてもらった状態で受け取り、そのコピー又は画像データを学生生
活課（国際交流担当）へ提出してください。

◆「活動機関に関する届出」の提出

大学を離籍（卒業・修了・退学・除籍）した場合、留学生本人も出入国在留管理庁へ届
出を行う必要があります。離籍してから14日以内に「活動機関に関する届出（離脱があ
った場合）」を出してください。届出方法は出入国在留管理庁への持参・郵送・インタ
ーネットによる方法などがあります。
〔法務省ホームページ〕
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

帰国する場合

進学する場合

卒業後継続して就職活動を行う場合

就職・起業する場合



日常生活について 17

◆日本を出国する場合について
以下の手続きが必要です。

大学での手続き
● 学生生活課（国際交流担当）への一時出国届の提出
届出用紙は、学生生活課（国際交流担当）に用意しています。一時出国届には日本在
住の方の連絡先を必ず記入してください。急を要する出国の場合は、出国してからで
も構いませんので、電話、電子メールで必ず大学へ連絡してください。
学生生活課（両キャンパス共通）
kokusai-u@jimu.tezukayama-u.ac.jp

空港にて出国手続き時
● みなし再入国許可の申請
・有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後１年以内に日本
へ再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度
を「みなし再入国許可」といいます。
・出国するには、EDカードを申請してください。EDカードとは、再入国記録のカー
ドで、出国手続きをする場所に備え付けてあります。「みなし再入国許可による出
国を希望します」の項目にチェックを入れてください。チェックを入れることによ
って「みなし再入国許可」制度利用の意思表示になります。出国する際の審査時に
は、パスポート、在留カード、申請したEDカードを提示してください。
・みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間を海外で延長することはで
きません。出国後１年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますの
で注意してください。ただし、在留期限が、出国後1年以内に到来する場合は、そ
の在留期限までに再入国してください。

渡航

日本を出国する場合
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◆アルバイトをするには、資格外活動許可が必要です！
みなさんは勉学のために来日し、「留学」という在留資格が与えられています。留学期
間中は勉学に関連した活動しかできません。しかし、経済的な理由等でやむを得ずアル
バイトをしなければならないこともあるでしょう。その場合は、出入国在留管理庁から
資格外活動の許可を得ることでアルバイトができます。ただし、以下の注意点に必ず従
ってください。従わなかった場合、処罰または強制退去の対象となります。

◆資格外活動の注意点

A) 「資格外活動許可」を得ることなくアルバイトをしないこと！

B) 「風俗営業」関連の店でのアルバイトは絶対にしないこと！
◆禁止されているアルバイト先◆
（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条参照）
①　接待をして客に飲食させる、あるいは店内の照明が10ルクス以下、あるい
は５平方メートル以下の客席が設けてあるキャバレー、ナイトクラブ、ダ
ンスホール、バー、スナック、パブ等での勤務

②　パチンコ店、麻雀店、ゲーム機設置業等客の射幸心をそそるおそれのある
業種での勤務

③　個室付浴場業、ストリップ、のぞき劇場、モーテル、ラブホテル、アダル
トショップ、個室マッサージなど店舗型性風俗特殊営業店での勤務

④　出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業など無店舗
型性風俗特殊営業店での勤務

「居酒屋カラオケ」は禁止されている業態に該当することがあるなど、
アルバイト先選びに迷ったら学生生活課に相談にきてください。

C) 許可されている時間を超えてアルバイトをしないこと！
・授業開講期間中は 1週間28時間以内

・夏期休暇等の長期休暇期間のみ 1日 8時間以内
※長期休暇（夏休みや冬休み等）期間の証明書をアルバイト先に提出する必要が
ある場合には学生生活課（国際交流担当）へ相談してください。

D) 休学中は資格外活動許可を得ていても、アルバイトは一切できません。

仕事内容に関係なく、これらの店ではアルバイトしないこと！

アルバイト（資格外活動許可）
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◆資格外活動許可を申請する場合

資格外活動許可申請手続きは、以下の書類をそろえて、各自が出入国在留管理庁で行わ
なければなりません。

入国管理局に申請

※１ 資格外活動許可申請書は出入国在留管理庁にあります。法務省ホームページから
ダウンロードもできます。また、巻末に記入例がありますので、参考にしてくださ
い。

更新後、学生生活課（国際交流担当）に提出するもの
□ 在留カードのコピー
資格外活動が許可されるとその旨明記されます。
自身で表裏両面のコピー（A４判）をし、学籍番号、氏名（カタカナ）を記入し
てください。

【申請場所】 大阪出入国在留管理局
（大阪府以外に在住している人はその地域を所轄している出入国在
留管理局に申請することもできます）

【申請時期】 在留期間更新時に同時に申請するのが望ましい

【提出書類】 □ 資格外活動許可申請書※１
□ 旅券（パスポート）
□ 在留カード
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◆親族・知人が外国人留学生を短期訪問する場合　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
以下は中国人留学生の場合の例です。他の国籍の方については外務省HPで確認してく
ださい。

① 申請人（親族・知人のこと）が母国で用意する書類
●　旅券
●　査証申請書
●　写真
●　戸籍簿写し
●　親族関係を証する資料（親族関係公証書）
●　居住証又は居住証明書〔申請先の日本大使館（もしくは領事館）の管轄区域内に戸
籍を有しない場合のみ〕

② 招へい人（外国人留学生本人のこと）が日本側で用意する書類
●　招へい理由書
●　滞在予定表
●　住民票
●　在学証明書
●　有効な在留カード（表裏の写し）
●　渡航目的を裏付ける資料
（例：病気の介護のためであれば診断書等）※必要に応じ提出

③ 身元保証人が日本側で用意する書類
●　身元保証書
●　直近の総所得が記載された以下の書類のいずれか

納税証明書、確定申告書控の写し、課税証明書
●　在職証明書等
●　住民票
●　有効な在留カード（表裏）の写し※外国人の場合のみ

②、③の書類を本国の申請人に送付して現地の日本国大使館に行き申請をしてください。
※　本学では身元保証人の紹介等は行いません。また、本学教職員は身元保証人を引き
受けることができません。

家族を招へいする場合

一般的に以下の書類が必要です。国籍により異なる提出書類もあります。資料は外
務省HPから出力してください。
手続きについては　03－5501－8431（音声自動応答サービス）に問い合わせてくだ
さい。
〔外務省ホームページ〕http：//www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
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学事・行事日程は予定ですので、変更になる場合もあります。注意してください。
また、開催を希望する行事などがあれば、相談してください。

※１　奈良・東生駒キャンパス
※２　奈良・学園前キャンパス

国際交流関係の年間カレンダー

日程 学事・行事内容 学費関連

３月
新入留学生オリエンテーション※１
履修登録（２年生以上）

４月
履修登録（１年生）・前期開講
健康診断

前期学費の納付期限
前期学費延納希望者の受付

５月

６月

新入留学生歓迎異文化交流会※１

外国人留学生と一般学生、教職員の交流の場とし

て毎年、学内で開催されています。

国際ソロプチミスト奈良主催日本語ミニス
ピーチコンテスト（学外）

心理学科、居住空間デザイン
学科の学生は別途実習費が必
要です。
金額や納付期限等については
各学部事務室より通知を行い
ます。

７月 前期試験

８月
前期試験
夏季休暇（2019年度は、8月7日（水）～9月26日（木））

前期学費延納期限

９月
後期履修登録
後期開講

後期学費延納希望者の受付

１０月 後期学費の納付期限

１１月

帝�山大学主催日本語スピーチコンテスト
（大学祭開催時）※１

先生方の審査により、コンテスト形式で日本語ス

ピーチを発表します。詳細は学生生活課（国際交流

担当）にて掲示します。

１２月
留学生と一般学生との交流会※２
「外国人留学生スピーチ大会（奈良地域留学
生交流推進会議主催）」（学外）

次年度学費減免手続き

１月 冬季休暇（2019年度は、12月24日（火）～1月5日（日））後期学費延納期限（４年）

２月 後期試験 後期学費延納期限（１～３年）

３月 春季休暇（2019年度は、2月14日（金）～4月上旬（未定））



22 規則の遵守について

注　　意

日本の法律および本学の学則、その他本学の定める諸規則を遵守せず、本学の学生とし
て、学生の本分に反する行為があった留学生は、学園規程・学則などにより、厳しく処
分され、学費減免などの資格を失う場合があります。

※　当然、不正行為（カンニング）についても、学費減免・奨学金受給対象者としての
資格を失うとともに、大学から厳しく処分されることになります。充分に注意して
ください。

※　登校簿の代書（他人の代わりにサインすること）も同様です。

外国人留学生センター・国際交流委員会
学　生　生　活　課　（国際交流担当）

2019年 4月 1日

規則の遵守について
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学生が本学のルールに違反したり、学生の本分に反する行為を行ったりした場合は、懲
戒を受けることが定められています。

（懲戒処分の対象）
（1）重大な反社会的行為
（2）大学の秩序を乱す行為
（3）人権を侵害する言動や行為
（4）その他、学生の本分に著しく反する行為

（懲戒の種類及び内容）
（1）退学　退学させること。この場合、原則として再入学を認めない。
（2）停学　有期又は無期とし、この間の登校を禁止し、謹慎させること。有期停学は3

ヶ月以内とする。
（3）訓告　口頭により厳重な注意を与えるとともに、期限を定めて反省文の提出を義務

づけること。

犯罪行為を行ったり、大学でのルールを守らなかったりした場合は、懲戒処分の対象に
なります。過去には、資格外活動違反や定期試験での不正行為などで、懲戒処分を受け
た留学生がいました。留学生の場合は、出身国ではルールの範囲内の行為であっても、
日本国内や大学内では許されない行為があるので、とくに気をつけましょう。

懲戒処分について
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各種手続きがスムーズに行えるように、各申請用紙の記載例などを掲載しました。この
記載例を参考にして、申請手続きをしてください。不明な点は学生生活課（国際交流担
当）または出入国在留管理庁に問い合わせてください。

資格外活動許可申請　 ……………………………………………………………………… 25

在留期間更新許可申請　 …………………………………………………………………… 28

就労のための在留資格取得のための必要書類等について　 …………………………… 35

在留資格変更許可申請　 …………………………………………………………………… 36

出入国在留管理庁ホームページおよび『わかりやすい入管手続　必要書類と記載
例集（公益財団法人入管協会編　第４版）』から引用および参考にしました。

付録：各申請書類のフォーム＆記入例

各申請用紙フォーム＆記入例
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資格外活動許可申請

☆以下は公益財団法人入管協会編『わかりやすい入管手続（第四版）』から一部抜粋したものです。
【申請書】

○　資格外活動許可申請書（新様式・別記第二十八号様式）
（新規で入国する留学生の場合は、別記第二十九の四号様式）
１枚ずつ印刷してください（両面印刷はしないでください）。

【対象者】
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとす

る外国人

【申請者】
１　申請人本人
２　申請の取次ぎの承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

①　申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
②　申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
③　外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

３　地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
４　申請人本人の法定代理人

【手数料】 手数料はかかりません。

【申請先】
居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局（地方出入国在留管理局又は外国人

在留総合インフォメーションセンター）にお問い合わせください。

（東日本・西日本・大村の各入国管理センター、成田・関西・中部の各空港支局を除く。）
【受付時間】9 時～16時（土・日曜日、休日を除く。）

【受付時間】平日午前8：30～午後5：15
（注）一般の方に間違い電話が掛かることが多発しているため、お問い合わせの前に電話番号の再確認を

お願いします。

【メール受付】
入国手続・在留手続に係る各種のお問い合わせ等を送付する場合には、下記のメールアドレスに送付し

てください。
info-tokyo@immi-moj.go.jp

１．申請時の注意点

大阪出入国
在留管理局

〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1－29－53

06－4703－2190（永住他）
06－4703－2195（就労）
06－4703－2158（留学他）
06－4703－2149（研修他）

外国人在留総合イ
ンフォメーション
センター

大阪
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1－29－53

神戸
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎

TEL 0570－013904
（IP、PHS、海外：03－5796－7112）

〈メールでお寄せいただける内容〉

○入国・在留などの一般的な手続きに関するお問い
合わせ

○出入国管理行政に関する御意見・御要望

〈お答えできない内容〉

○個別事案に関する申請案件の許可の見通し
○審査の進捗状況、処分結果
○退去強制手続の進捗状況
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【注意点】必ずご確認ください。
１　様式用紙をコピーして使用する場合は、A４サイズとし、鮮明なものを使用してください。
２　記載事項に該当がない場合には、空欄にすることなく、「なし」と記載してください。
３　記載内容の訂正は、必ず申請書の作成者が行い、訂正印又は署名をしてください。
４　提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付してください。
５　申請時には、次の文書を提示してください。
①　在留カード
（注）申請人以外の方が、当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードの写し

を申請人に携帯させてください。
在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも差し支えありません。

②　旅券（パスポート）又は在留資格証明書
③　旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
④　身分を証明する文書等の提示（申請等取次者が申請を提出する場合、下記９参照。）
６　提出資料のうち、日本で発行される書類は、発行日から３か月以内のものを提出してください。
７ 入国管理局における審査の過程において、ここに列挙した必要書類や立証資料以外の資料の提出を求
められる場合もあります。
８ 原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却
を希望する場合は、申請時に窓口に申し出てください。
９ 「身分を証明する文書（身分証明書等）」を提出することになります。これは、代理人、申請等取次
者若しくは法定代理人が申請書を提出する場合において、申請書を提出することができる方かどうかを
確認するために必要となるものです。

１　資格外活動許可申請書 １通
２　申請人の旅券（パスポート）及び在留カード 提示
３　当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 １通
４　「留学」の在留資格を有する場合
a 資格外活動許可申請書（別記第二十九の四号様式） １通
５　「家族滞在」の在留資格を有する場合
a 資格外活動許可申請書（別記第二十八号様式） １通
s 活動の内容を立証する資料（職種、勤務時間、期間、報酬額等の記載された雇用契約書の写し等） 適宜

２．資格外活動許可申請の必要書類
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在留期間更新許可申請

【申請書】
１　在留期間更新許可申請書
片面１枚ずつ印刷してください（両面印刷はしないでください。）。
申請人等作成用１は、すべての在留資格に共通するもので、裏面にそれぞれの入国目的に応じて使用

する申請書について記載されています。
申請人等作成用２～４、所属機関等作成用１～５は、入国目的に対応する用紙を使用してください。

なお、「申請人」とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
（注）平成24年７月８日以前の旧様式を使用する場合は、旧様式に加え写真提出用紙の記入・提出が必

要です。

【対象者】
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

【申請者】
１　申請人本人（日本での滞在を希望する外国人本人）
２　代理人
a 申請人本人の法定代理人
s 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、
その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

【手数料】
許可時には、4,000円の手数料を支払うことが必要です。
（手数料納付書に収入印紙を添付して支払います。）

【申請先】
居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局

【写　真】
申請の際に、写真１葉（縦４cm×横３cm）を提出してください。申請前３か月以内に正面から撮影さ

れた、無帽、無背景で鮮明なものでなければなりません。
提出時には、写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください。

【押　印】
１ 所属機関等作成用１又は２の「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」欄には、申請人が
所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人又は法人の代表権を有する職員の名義印（法人名
の記載されているものに限ります。）の押印が必要です（私印は認められていません。）。
教育機関の場合、所属機関等作成用１又は２の「勤務先（又は通学先）又は所属機関、代表者氏名の

記名及び押印」欄には、学長、学部長（留学生センター等が留学生の在籍管理を行っている場合は当該
センター長）等の記名と、教育機関名義又は当該職員名義印（教育機関名の記載されているものに限り
ます。）を押印してください（私印は認められていません。）。

【注意点】（必ずご確認ください。）
１ 在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前から行うことができますので、余裕を持って申
請してください。
①　６か月以上の在留期間を有する者にあっては、在留期間の満了するおおむね３か月前
②　在留期間が３か月以内である場合は、在留期間のおおむね２分の１以上が経過したとき
２　「申請人」とは、在留期間更新を希望している外国人の方のことです。
３　様式用紙をコピーして使用する場合は、A４サイズとし、鮮明なものを使用してください。

１．申請時の注意点
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４　記載事項に該当がない場合には、空欄にすることなく、「なし」と記載してください。
５　記載内容の訂正は、必ず申請書の作成者が行い、訂正印又は署名をしてください。
６　提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付してください。
７　申請時には、次の文書を提示してください。
①　在留カード
（注１）同カードの交付を受けている者に限ります。
（注２）申請人以外の方が、当該申請人に係る在留期間更新許可申請を行う場合には、在留カードの

写しを申請人に携帯させてください。
②　資格外活動許可書（同許可書の交付を受けている方に限ります。）
③　旅券（パスポート）又は在留資格証明書
④　旅券又は在留資格証明書を提出することができないときは、その理由を記載した理由書
⑤　身分を証明する文書等の提示
８　提出資料のうち、日本で発行される書類は、発行日から３か月以内のものを提出してください。
９ 出入国在留管理庁における審査の過程において、ここに列挙した必要書類や立証資料以外の資料の提
出を求められる場合もあります。
10 原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却
を希望する場合は、申請時に窓口で申し出てください。
11 住民税の納税証明書については、１年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたものを提出してく
ださい。ただし、納税証明書に、総収入、課税額及び納税額の記載がない場合には、課税（又は非課税）
証明書も一緒に提出してください。
（注１）１月１日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
（注２）１年間の総所得及び納税状況（税金を納めているかどうか）の両方が記載されている証明書

であれば、いずれか一方でかまいません。
（注３）入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場

合は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

１　在留期間更新許可申請書「申請人等作成用１・２P・３P、所属機関等作成用１P・２P（「留学」） １通
２　教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
a 大学の学部生、大学院生の場合
在学証明書（在学期間の明記されたもの）、成績証明書※ １通
※前期の成績が出る前に更新が必要な１年次生は、日本語学校の成績証明を提出すること。

s 研究生の場合
①　在学証明書（在学期間の明記されたもの）、成績証明書 １通
②　大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書 １通

３　申請人の日本在留中の経費支弁能力を証明する文書 適宜

２．留学ビザを更新する場合の入管提出書類
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就労のための在留資格取得のための必要書類等について 

在留資格変更の手続き 
を知るためのサイト 

出入国在留管理庁　http://www.immi-moj.go.jp/ 
東京外国人雇用サービスセンター　 http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ !

申請の手続きに必要な書類をチェック 

「留学」から就労可能な在留資格への変更許可申請は、原則として本人が、自分の居住地を管轄する地方出入

国在留管理局、同支局（成田・中部・関西空港支局を除く）または出張所に出向いて行います。 

申請の時期は、大学新卒者が4月から就職できるよう、原則的にはその年の1月から受け付けています。 

在留資格の変更等の審査には、1ヵ月から3ヵ月程度かかるので、就職が内定した段階で、在留資格変更許可申

請の手続きについて、管轄の地方出入国在留管理局等に相談するのが良いでしょう。 

その際に、どのような書類が必要かをチェックして、早い時期に用意しておいてください。 

 

■「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の提出書類 

（1） 在留資格変更許可申請書 

（2） パスポート及び在留カード提示 

（3） その他の提出書類 

 

詳細は、出入国在留管理庁のホームページを見てください。 

http://www.immi-moj.go.jp/ 

（トップページ→「各種手続案内」の「各種申請用紙はこちら」） 

自分で準備・作成するものだけではなく、就職先に準備してもらうもの、学校からもらうものなど、関係先に依頼しな

ければならない書類も多いので、時間的余裕を持って準備しましょう。 

 

■審査のポイント 

（1） 本人の学歴（専攻課程、研究内容など）その他の経歴から相応の技術・知識などを有する者であるか。 

（2） 従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識などを活かせるようなものであるか。 

（3） 本人の処遇（報酬など）が適当であるか。 

（4）雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせるための機会が実際

に提供されるものか。 

 

■再申請 

審査で不許可になった場合でも、在留期間が残っていれば、再申請することができます。 

但し、不許可の理由が改善されなければ、再申請をしても許可を得ることはできません。 

上記の「審査のポイント」を満たしているか再度確認の上、必要な提出書類を揃えて提出しましょう。 
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在留資格変更許可申請

【申請書】
在留資格変更許可申請書（新様式・別記第三十号様式）
片面１枚ずつ印刷してください（両面印刷はしないでください。）。
申請人等作成用１は、すべての在留資格に共通するもので、裏面にそれぞれの入国目的に応じて使用す
る申請書について記載されています。
申請人等作成用２～４、所属機関等作成用１～５は、入国目的に対応する用紙を使用してください。
なお、「申請人」とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

【対象者】
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人
（永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。）

【申請者】
１　申請人本人（日本への入国を希望する外国人本人）
２　代理人
申請人本人の法定代理人
３　取次者
a 地方出入国在留管理局長から申請取次ぎの承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
①　申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
②　申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
③　外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
④　外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

s 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
（注１）申請人以外の方（上記２又は３に該当する方）が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請

を行う場合には、当該申請人は地方出入国在留管理局への出頭は要しないものの（当局にお
いて直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。）、日本に滞在して
いることが必要です。

（注２）法定代理人、申請等取次者が申請を提出する場合は、身分を証明する文書（会社の身分証明
書、戸籍謄本、申請等取次者証明書等）の提示が求められます。

【手数料】

許可時には、4,000円の手数料を支払うことが必要です。
（手数料納付書に収入印紙を添付して支払います。）

【申請先】

申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局（地方出入国在留管理局又は外国人在留総合インフォ
メーションセンターにお問い合わせください。

【写　真】

申請の際に、写真１葉（縦４cm×横３cm）を提出してください。申請前３か月以内に正面から撮影さ
れた、無帽、無背景で鮮明なものでなければなりません。
提出時には、写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に添付してください。

１．申請時の注意点
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【押　印】

所属機関等作成用１又は２の「勤務先又は所属機関、代表者氏名の記名及び押印」欄には、申請人が所
属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人又は法人の代表権を有する職員の名義印（法人名の記
載されているものに限ります。）の押印が必要です（私印は認められていません。）。
教育機関の場合、所属機関等作成用１又は２の「勤務先（又は通学先）又は所属機関、代表者氏名の記
名及び押印」欄には、学長、学部長（留学生センター等が留学生の在籍管理を行っている場合は当該セン
ター長）等の記名と、教育機関名義又は当該職員名義印（教育機関名の記載されているものに限ります。）
を押印してください（私印は認められていません。）。

【注意点】（必ずご確認ください。）

１ 在留資格変更許可申請は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間の満了日以前までに行い
ます。
活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、速やかに申請してください。
例えば、継続して３か月以上（入管法別表第二に定める「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」
の在留資格を有する配偶者の場合は６ヶ月以上）、現に有している在留資格に係る活動を行っていない
場合は、在留資格の取消しの対象となります。
２　「申請人」とは、在留期間更新を希望している外国人の方のことです。
３　様式用紙をコピーして使用する場合には、A４サイズとし、鮮明なものを使用してください。
４　記載事項に該当がない場合には、空欄にすることなく、「なし」と記載してください。
５　記載内容の訂正は、必ず申請書の作成者が行い、訂正印又は署名をしてください。
６　提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付してください。
７　申請時には、次の文書を提示してください。
①　在留カード
（注１）同カードの交付を受けている方に限ります。
（注２）申請人以外の方が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には、在留カードの

写しを申請人に携帯させてください。
②　資格外活動許可書（同許可書の交付を受けている方に限ります。）
③　旅券（パスポート）又は在留資格証明書
④　旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
⑤　身分を証明する文書等の提示（申請等取次者が申請を提出する場合、以下13参照。）

８　提出資料のうち、日本で発行される書類は、発行日から３か月以内のものを提出してください。
９ 出入国在留管理庁における審査の過程において、ここに列挙した必要書類や立証資料以外の資料の提
出を求められる場合もあります。
10 原則として、提出された資料は返却されませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却
を希望する場合は、申請時に窓口で申し出てください。
11 登記事項証明書、決算書等招へい機関等の概要を明らかにする資料については、公刊物等で機関の概
要が明らかになる場合は提出の必要はありません。その場合は、公刊物等の写しを提出してください。

12 住民税の納税証明書については、１年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたものを提出してく

ださい。ただし、納税証明書に、総収入、課税額及び納税額の記載がない場合には、課税（又は非課税）

証明書も一緒に提出してください。

（注１）１月１日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

（注２）１年間の総所得及び納税状況（税金を納めているかどうか）の両方が記載されている証明書で

あれば、いずれか一方でかまいません。
（注３）入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合

は、最寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。
13 「身分を証明する文書（身分証明書等）」として、申請等取次者証明書、戸籍謄本等を提示すること
になります。これは、代理人、申請等取次者若しくは法定代理人が申請書を提出する場合において、申
請書を提出することができる方かどうかを確認するために必要となるものです。
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技術・人文知識・国際業務に従事する場合
●カテゴリー１（①日本の証券取引所に上場している企業、②保険業を営む相互会社、③日本又は外国の

国・地方公共団体、④独立行政法人、⑤特殊法人・認可法人、⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法

人、⑦法人税法別表第１に掲げる公共法人）
１ 在留資格認定証明書交付申請書［申請人等作成用１・２N、所属機関等作成用１N・２N（「高度専門
職（１号イ・ロ）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動（研究活動
等）」）］ １通
２　上記カテゴリーに該当することを証明する文書 適宜

a 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書（写し）
s 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書（写し）
３ 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士
の称号を付与されたことを証明する文書 １通

●カテゴリー２（前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源

泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人）
１ 在留資格認定証明書交付申請書［申請人等作成用１・２N、所属機関等作成用１N・２N（「高度専門
職（１号イ・ロ）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動（研究活動
等）」）］ １通
２　上記カテゴリーに該当することを証明する文書 適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあるものの写し）

３ 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士
の称号を付与されたことを証明する文書 １通

●カテゴリー３（前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人（カ

テゴリー２を除く））
１ 在留資格認定証明書交付申請書［申請人等作成用１・２N、所属機関等作成用１N・２N（「高度専門
職（１号イ・ロ）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動（研究活動
等）」）］ １通
２　上記カテゴリーに該当することを証明する文書 適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（受付印のあるものの写し）

３ 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士
の称号を付与されたことを証明する文書 １通
４　申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
a 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第１項及び同法施行規則第５条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示す

る文書 １通
s 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録（報酬委員会が設立されて

いる会社にあっては同委員会の議事録）の写し １通
d 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位（担当業務）、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 １通

５　申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
a 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 １通
s 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書

２．申請書類について
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なおDOEACC（ドアック。Department of Electronics, Accreditation of Computer Courses）制度の資
格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証（レベル「A」、「B」又は「C」に限る。） １通

② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書（大学、高等専門学校、高等学校
又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学
校からの証明書を含む。） １通

③ ＩＴ技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は
資格の合格証明書又は資格証書 １通
（注）【共通】３の資料を提出している場合は不要

④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合（大学を卒業した者
が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。）は、関連する業務について３年以上の実務
経験を証明する文書

６　登記事項証明書 １通
７　事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
a 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された

案内書 １通
s その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書 １通

８　直近の年度の決算文書の写し １通

●カテゴリー４（カテゴリー１、２、３のいずれにも該当しない団体・個人）
１ 在留資格認定証明書交付申請書［申請人等作成用１・２N、所属機関等作成用１N・２N（「高度専門

職（１号イ・ロ）」・「研究」・「技術・人文知識・国際業務」・「技能」・「特定活動（研究活動
等）」）］ １通

２ 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士
の称号を付与されたことを証明する文書 １通

３ 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
a 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第１項及び同法施行規則第５条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示す
る文書 １通

s 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録（報酬委員会が設立されて

いる会社にあっては同委員会の議事録）の写し １通
d 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位（担当業務）、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 １通
４　申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
a 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 １通
s 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

① 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
なおDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証（レベル「A」、「B」又は「C」

に限る。） １通
② 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書（大学、高等専門学校、高等学校

又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学
校からの証明書を含む。） １通

③ ＩＴ技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は
資格の合格証書又は資格証書 １通
（注）【共通】２の資料を提出している場合は不要

④ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合（大学を卒業した者
が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。）は、関連する業務について３年以上の実務
経験を証明する文書
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５　登記事項証明書 １通
６　事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
a 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容（主要取引先と取引実績を含む。）等が詳細に記載された
案内書 １通

s その他の勤務先等の作成した上記aに準ずる文書 １通
７　直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 １通
８ 前年分の職印の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のい
ずれかの資料
a 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料１通

s 上記aを除く機関の場合
①　給与支払事務所等の開設届出書の写し １通
②　次のいずれかの資料
ア　直近３か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（領収日付印のあるものの写し）

１通
イ　納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 １通
（注）在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る基準については、法務省のホームページをご覧

ください。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第３次答申」に関する在留資格認定
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参考資料
在留資格変更許可申請理由書見本

△△出入国在留管理庁長殿

在留資格変更許可申請理由書
国籍：中国

氏名：○　○　○　○

生年月日：19○○年□月△日（●歳）

在留資格：留学

私は中国北京市で生まれ、高校を卒業後、北京○○大学に入学、同校で経済学を専攻

し、20●●年に卒業しました。

私は経済の分野では高い水準にある日本で、これまで学んできた経済学の知識をさら

に深めたいと考え、20●●年●月に日本に入国し、●●日本語学院で2年間の日本語学

習を経て、帝 山大学の●●学部に進学しました。「日本と中国経済学比較」を研究テ

ーマに現在論文を作成中で、この3月に卒業予定です。

卒業後は、日本の企業で働きたいと思い、大学のキャリアセンターや厚生労働省設置

の外国人雇用サービスセンターを訪問するなど就職活動を行い、株式会社△□商事に就

職が内定いたしました。

同社は、現在、北京の○○有限公司との業務提携を推進中で、近い将来には、北京に

合弁企業を設置し、工作機械部品などの輸入販売業務を計画しています。

私は、日中の二つの大学で8年間にわたり経済学を専門に勉強し知識を深めました。

中国との協議の通訳やビジネス文書の翻訳などにも十分自信があり、日中間のパイプ役

としても大いに活躍したいと考えております。

株式会社●●商事への就職が実現しましたら、同社の対中国業務の成功に向けて一生

懸命努力すると共に、母国と日本との交流発展のためにもできる限り貢献していきたい

と考えております。

また、今まで同様、日本の法律をよく守って滞在生活を送るつもりです。

以上の理由につきまして、何卒ご賢察いただき、株式会社●●商事へ就職のための在留

資格変更のご許可を賜りますようお願い申し上げます。

20●●年●月●日
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雇用契約書（見本）

雇用契約書

株式会社●●商事、代表取締役社長●●　●●（以下、「甲」と称する。）と中国籍、

●●　●●（以下、「乙」と称する。）とは、下記の労働条件について合意したので、雇

用契約を締結する。

記

１、雇用期間 法務省の許可から１年間

２、就業場所 本社営業所（大阪市●●区●番●号）及び雇用者が指定した場所

３、職務内容 中国工場との折衝、通訳、ビジネス文書の翻訳

４、就業時間 午前９時～午後５時

５、休憩時間 午後１２時～午後１時

６、休日 土、日、祭日、会社の定める日　　有給休暇は初年度１０日

７、賃金 月額２２万円（税込み）

８、交通費 実費全額支給

９、昇給、賞与 当社給与規定による　　賃金支払日　毎月２０日締め、２５日払い

10、保険 甲は乙に対して法律の範囲内で社会保険に加入させるものとする。

11、諸費用 業務遂行上の諸費用は甲の負担とする。

12、その他 本契約に規定されていない事項については甲、乙双方の協議により定

める。

20●●年●月●日

（雇用者）

甲：大阪府大阪市●●区●番●号

株式会社●●商事

代表取締役社長●●　●●（印）

（被雇用者）

乙：奈良県奈良市●●町●番●号

●●　●●　　　　　　　（印）

参考資料 「所属機関作成例」



雇用理由書見本
△△出入国在留管理庁長殿

平成●年●月●日

大阪府大阪市●●区●番●号

株式会社●●商事

代表取締役社長●●　●●（印）

雇用理由書
１、採用予定者

（１） 国籍　中国

（２） 氏名　●　●●

（３） 生年月日　19●●年●月●日（●●歳）

２、弊社の概要

弊社は、昭和●●年に設立され、事務機器の製造、開発、輸入業務を展開しながら現在に至っております。特に

筆記用具部門においては業界のトップクラスを維持し、ユーザーの信頼を得るとともに文具文化を絶えずリードす

る先端技術企業として認知されております。

現在、資本金は、●億円、年間の売上高は、●●●●年実績で○○億円に達しております。また、関連会社とし

て●●●●年設立の株式会社☆☆製造を有し、ボールペン及び事務機器の輸入業務を展開しております。

弊社は、昨年より中国●●にある●●有限公司と業務提携を図り、ボールペンインクやホッチキス部品の生産、

加工及び組み立てを委託しており、それらの製品は日本国内での販売のみならずアメリカ、ヨーロッパにも輸出さ

れております。

また、弊社は●●年から中国において文房具の生産工場を設立予定で、当該計画を推進するため、先般数回訪中

し、現在工場の視察や各種の協議を重ね、合併事業の基本案をまとめあげたところです。

しかしながら、中国語を解するスタッフが在籍しておらず、現地の●●有限公司との業務連絡、協議が言葉や商

習慣の違いで思うように進捗せず、時として誤解や行き違いも生じがちで、早急に中国人社員の採用を実現する必

要に迫られております。

３、●　●●氏の採用理由

今回弊社が採用を決定した●　●●氏は、中国●●市に育ち、●●大学で経済学を専攻し、卒業後は20●●年●

月に日本に入国し、●●日本語学院で2年間の日本語学習を経て、帝塚山大学の経済経営学部に進学しました。「日

本と中国経済学比較」を研究テーマに現在論文を作成中で、この３月に卒業予定です。

●　●●氏の堪能な語学力ならびに経済学に関する専門知識は、弊社が最も必要とする能力であります。弊社が、

今後●●有限公司と進めている事業を実現していくうえで、●　●●氏の語学力と専門知識はなくてはならないも

のです。

雇用条件などについても十分に協議し、●　●●氏も納得の上雇用契約も締結しました。

●　●●氏の活躍により、弊社●●有限公司との取引が実現すると共に、将来は日中両国間の技術交流や経済交流

の促進にもつながるものと確信しております。以上、弊社の事情を何卒ご理解の上、●　●●氏に弊社へ就職の為

の在留資格変更許可を賜りますようお願い申し上げます。

参考資料 「所属機関作成例」
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外国人留学生ハンドブック

【奈良 ・ 東生駒キャンパス】

TEL 0742-48-9358　FAX 0742-48-8137

〒631-8501　奈良市帝塚山7-1-1

【奈良 ・ 学園前キャンパス】

TEL 0742-41-4303　FAX 0742-88-6031

〒631-8585　奈良市学園南3-1-3

E-mail : kokusai-u@jimu.tezukayama-u.ac.jp
http : //www.tezukayama-u.ac.jp/
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